
町
政
を
問
う

　
「
一
般
質
問
」と
は
、
議
員
が
町
の
行
政
全
般
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
町
の
方
針
や

町
長
の
考
え
な
ど
を
問
い
た
だ
す
も
の
で
す
。
一
般
質
問
は
年
に
４
回
開
催
す
る
定
例
会
ご
と
に
行
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
3
月
定
例
会
に
お
い
て
は
、
13
人
の
議
員
が
27
項
目
の
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
各
議
員
の
質
問
の
要
旨
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
（
全
文
に
つ
い
て
は
、
町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
会
議
録
」に
掲
載
し
ま
す
。）

般
一

問
質

会議録への
QR コード

質般一 問

多田 雄一  議員
ごみ収集

Q�

戸
別
収
集
を
し
て
は
ど
う
か

A 

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
証
す
る

質
問（
議
員
）�

高
齢
者
な
ど
ご
み
出
し
が
困

難
な
方
が
増
え
て
い
る
。
住
民
福
祉
の
向
上
、

ご
み
の
減
量
化
、
不
法
投
棄
の
防
止
、
資
源
化

に
対
す
る
意
識
の
向
上
、
集
積
所
管
理
の
負
担

軽
減
、
交
通
障
害
の
解
消
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
が
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
町
長
） 

メ
リ
ッ
ト
が
多
い
こ
と
は
認

め
る
が
、
収
集
時
間
や
コ
ス
ト
の
増
大
と
い
っ

た
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
他
県
で
の
実
施
状

況
も
踏
ま
え
、
調
査
研
究
を
し
て
い
く
。

質
問（
議
員
）�

ご
み
の
有
料
化
も
含
め
検
討

し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
） 

今
年
度
、
ご
み
処

理
基
本
計
画
を
策
定
す
る
中
で
検
討
す
る
。

その他
の質問

●�インフルエンザ予防対策を

ごみを出すのも大変です

佐中 十九昭  議員
暮らしと憲法９条

Q�

改
憲
し
て
９
条
に
自
衛
隊
を
入
れ
る
と
戦
争
に
な
る

A 

国
民
投
票
で
国
民
自
ら
が
決
め
る

質
問（
議
員
）�

憲
法
第
９
条
に
自
衛
隊
を
書

き
込
む
と
、
事
実
上
、
平
和
主
義
を
決
め
た
憲

法
９
条
が
壊
れ
、
い
つ
か
戦
争
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
の
か
。

答
弁（
町
長
） 

憲
法
改
正
は
、
国
政
の
場
に

お
い
て
十
分
に
議
論
さ
れ
、
国
民
に
説
明
さ

れ
た
後
、
最
終
的
に
は
国
民
投
票
に
よ
り
、

国
民
自
ら
が
決
す
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
。

Q�

自
治
会
は
行
政
の
下
請
け
な
の
か

A 

共
に
連
携
し
て
い
く

質
問（
議
員
）�

自
治
会
は
行
政
の
下
請
け
で

は
な
い
。
自
主
的
・
民
主
的
運
営
を
認
識
し
、

指
導
と
援
助
・
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

が
ど
う
か
。

答
弁（
町
長
） 

地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
よ

う
支
援
す
る
。
住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
に
、
共
に
連
携
し
な
が
ら
取
り
組
む
。

駅前で「憲法９条守る署名活動」

東小校区も指定されました

崎本 広美  議員
都市計画

Q�

総
合
公
園
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

A 

施
設
の
整
備
・
充
実
と
魅
力
づ
く
り
に
取
り
組
む

質
問（
議
員
）�

魅
力
づ
く
り
の
た
め
に
国
立

競
技
場
に
あ
っ
た
織
田
ポ
ー
ル
を
海
田
総
合
公

園
に
積
極
的
に
誘
致
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁（
建
設
部
次
長
） 

ご
子
息
の
方
が
新
国
立

競
技
場
に
設
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
を

出
さ
れ
た
と
の
報
道
も
あ
り
、
今
後
の
展
開

に
つ
い
て
は
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

質
問（
議
員
）�

大
型
車
の
離
合
や
国
信
橋
の

渋
滞
緩
和
の
た
め
、
瀬
野
川
に
新
畝
橋
を
建
設

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
弁（
町
長
） 

有
効
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

整
備
手
法
な
ど
を
含
め
検
討
す
る
。

質
問（
議
員
）�

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
等

の
指
定
に
よ
り
規
制
が
か
か
っ
た
地
域
の
道
路

整
備
を
一
刻
も
早
く
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁（
町
長
） 

早
期
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
県

な
ど
へ
強
く
要
望
す
る
。

その他
の質問

● �JR 高架事業は
●��庁舎の建設は

質般一 問
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